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１.これまでの検討経緯

2

■渋滞部会の検討経緯

【参考】主要渋滞箇所選定の流れ

【参考】広島県内の主要渋滞箇所選定基準

【参考】渋滞対策の基本方針



◇対策検討のマネジメントサイクル ◇これまでの検討経緯

H24.7.25 平成24年度 第1回渋滞部会
最新の渋滞関係データの共有

H24.8.23 平成24年度 第2回渋滞部会
主要渋滞箇所の素案を選定

H24.11.16～11.30 パブリックコメント
道路利用者の皆様から意見収集

H24.12.25 平成24年度 第3回渋滞部会
主要渋滞箇所の特定

H25.1.25 主要渋滞箇所の公表

道路交通渋滞対策部会における議論

※協議会構成主体：国、地方公共団体、高速道路会社、公安委員会 等

最新交通データによる渋滞状況の確認

～プローブデータの収集・分析等～

地域の交通状況に対する
専門的見地による確認

～データ精査・現地確認等の実施～

地域・道路利用者の声

広島県の主要渋滞箇所の特定

○地域の課題を共有することにより議論を促進

○早期に渋滞対策を立案し、効果的な対策を実施

（道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携、

道路利用者の参画による対策 等）

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

H25.6.27 平成25年度 渋滞部会
渋滞対策の基本方針（案）について議論

第2回渋滞部会の開催（書面審議）
（R2.3）

・主要渋滞箇所のフォローアップ
・主要渋滞箇所の対策計画
・災害時交通マネジメント
・重要物流道路における交通アセスメント
・観光地における渋滞対策

平成２４年度に渋滞発⽣箇所を９６箇所（現在８９箇所）選定しました。
その後、渋滞対策部会において主要渋滞箇所のモニタリングや効率的な渋滞対策について議論を⾏い、継

続的にフォローアップを実施しています。

H27.3.25 平成26年度 渋滞部会
渋滞対策の基本方針の策定

H27.10.7 平成27年度 渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

主要渋滞箇所の解除候補箇所

渋滞部会の検討経緯渋滞部会の検討経緯

H28.8.8 平成28年度 渋滞部会
最新データ・現地状況の確認

対策検討の実施状況の確認
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H29.8.3 平成29年度 渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

特定解除フローの決定

主要渋滞箇所の解除

H30.10.24 平成30年度 第1回渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

平成30年7月豪雨災害による交通影響

H31.3.20 平成30年度 第2回渋滞部会
主要渋滞箇所全体の対策状況

今年度の対策状況及び来年度以降の対策

主要渋滞箇所当初選定後の周辺状況変化

R1.8.26 令和元年度 第１回渋滞部会
主要渋滞箇所のフォローアップ

主要渋滞箇所の対策計画

主要渋滞箇所当初選定後の周辺状況変化



統⼀的データに基づき渋滞発⽣箇所を抽出し、主要渋滞箇所（素案）を選定し、パブリックコメントの実施
により地域・道路利⽤者の皆様からの意⾒を踏まえて精査を⾏い、１エリア・１１区間・３３箇所（計９６
箇所）の主要渋滞箇所を選定しました。
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※選定されなかった場所も含め、継続的な検討・現地状況のフォローを実施します。

【参考】主要渋滞箇所選定の流れ【参考】主要渋滞箇所選定の流れ
Ｒ１．８．２６
令和元年度広島県
道路交通渋滞対策部会
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■20km/h以下となる総時間帯数のイメージ

※着色(■，■，■，■)は、対象箇所に接続する各評価区間で流入方向の旅行速度が20km/h以下である時間帯を示す。

国
道
▲
▲
号

県
道
◆
◆
線

県
道
■
■
線

評価区間
評価区間

評価区間

評価区間

国道●●号

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.7 12.125.328.126.931.024.525.423.723.221.122.8

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.7 12.125.328.126.931.024.525.423.723.221.122.8

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

38.731.036.540.642.345.336.624.119.818.615.318.1

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

38.731.036.540.642.345.336.624.119.818.615.318.1

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10.312.528.935.233.841.935.633.234.027.423.425.1

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10.312.528.935.233.841.935.633.234.027.423.425.1

対象交差点

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20.622.927.726.125.528.125.222.823.720.3 6.9 12.2

時間帯
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20.622.927.726.125.528.125.222.823.720.3 6.9 12.2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.3 12.5 17.5 35.2 35.2 41.9 35.6 33.2 34.0 27.4 23.4 25.1

時間帯

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.3 12.5 17.5 35.2 35.2 41.9 35.6 33.2 34.0 27.4 23.4 25.1

時間帯

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.7 12.1 25.3 28.1 26.9 31.0 24.5 25.4 23.7 23.2 21.1 22.8

時間帯

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20.6 22.9 27.7 26.1 25.5 28.1 25.2 22.8 23.7 18.1 6.9 12.2

時間帯 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
38.7 31.0 36.5 40.6 42.3 45.3 36.6 24.1 19.8 18.6 15.3 18.1

時間帯

評価区間・時間帯ごとに平均旅⾏速度を算定しました。
対象箇所(交差点)の全流⼊⽅向を対象に、２０km/h以下の時間帯数（速度低下時間数）を合計しま

した。 ※下図の場合、２０km/h以下となる総時間帯数は、■＋■＋■＋■の「１２時間」となります。
速度低下時間数が、〈対象交差点の⽀数×３時間〉以上であれば、主要渋滞箇所の選定基準に該当しま

す。 ※下図の場合、速度低下時間数が〈４（対象交差点の⽀数）×３時間〉＝１２時間以上である
ため、主要渋滞箇所となります。

【参考】広島県内の主要渋滞箇所選定基準【参考】広島県内の主要渋滞箇所選定基準
H３１．３．２０
平成３０年度広島県
道路交通渋滞対策部会



山口県

広島県

・ 広島県全体の交通ネットワークイメージ

山陽自動車道

西瀬戸自動車道

広島市周辺

東広島市周辺

呉市周辺

福山市周辺

広域的な動き

市街地へ集中
する動き

宮島

県全体の対応方針

島根県

岡山県

都市におけるマスタープラン等に基づき、 道路ネットワークを整

備し渋滞している路線の通過交通の排除を促進するとともに、局所

的に集中している渋滞に関し、原因となっているボトルネック箇所を

特定して対策を実施します。加えて、ソフト対策を進めます。また、

関係者間で連携して効果的な対策の立案及び対策効果の把握を

行います。

広島港

呉港

呉港

福山港

広島空港

竹原市

三原市
福山市

東広島市

呉市

広島市

尾道市

廿日市市

大竹市

広島市中心部に
各方面からの交

通が集中

東西方向の交通
流動により国道２
号で渋滞が発生

福山市中心部に
各方面からの交

通が集中

各方面からの交通の集
中により呉市内国道
185号で渋滞が発生
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・地区の概況

・現在の対策等

【参考】渋滞対策の基本方針〔広島県全体における対応方針〕【参考】渋滞対策の基本方針〔広島県全体における対応方針〕

H２７．３．２５
平成２６年度広島県
道路交通渋滞対策部会

概要

地区の
状況

・広島県は中国・四国地方の中央部に位置しており、温暖な気候と瀬戸
内海・中国山地という豊かな自然に恵まれています。

・人口は約283万人（全国12位）で、中国・四国地方最大の都市である広
島市が県庁所在地で、呉市、東広島市、廿日市市、福山市、尾道市な
どにおいても人口10万人を超えています。

・高速道路や新幹線、空港、港湾などの広域的な交通ネットワークを有
しています。

・世界文化遺産である原爆ドーム（平和記念公園）、宮島の厳島神社、
また呉市の大和ミュージアムなどにより、広島県全体の観光客数は年
間約6,000万人になっています。

道路
交通
状況

・広島市、呉市、東広島市、廿日市市間で通勤・通学の流動があります。
・市街地内の交通と通過交通の混雑により、円滑な交通が阻害され渋

滞が発生しています。
・市街地外においても、通勤等による局所的な交通の集中により渋滞が

発生しています。
・宮島では、観光シーズンに交通が集中し渋滞が発生しています。

概要

総合
関連
計画

・都市計画区域マスタープランにおいて、広域交通体系の強化や都市内
の交通体系を形成する道路等について整備方針等を定め、それら各
施設の整備を推進しています。

主な
対策

・一般国道2号広島南道路の整備（ネットワーク整備）
・一般国道2号東広島バイパス・安芸バイパスの整備（ネットワーク整備）
・一般国道54号可部バイパスの整備（ネットワーク整備）
・一般国道375号東広島・呉道路の整備（ネットワーク整備）
・一般国道185号休山改良の整備（ネットワーク整備）
・一般国道2号福山道路の整備（ネットワーク整備）
・福山沼隈道路の整備（ネットワーク整備）
・広島都市圏におけるパーク＆ライドの普及・推進（ソフト対策）
・福山都市圏におけるノーマイカー運動の普及・推進（ソフト対策） 等



対応方針

関係者が連携して、渋滞原因を分析しつつ、都市におけるマスタープラン等

に基づき、広島南道路等の整備やパーク＆ライドの普及・推進等のソフト対策

を進めます。また、平成26年3月に部分開通した広島南道路のその後の交通

流動の変化を確認しながら、関係者間（広島県渋滞対策部会等）で連携して

効果的な対策の立案及び対策効果の把握を行います。 広島南道路

東広島
バイパス

東西方向からの交通が
市内中心部に集中

広島港

主要渋滞箇所

区間

エリア

主な交通流動

【凡例】

位置図位置図

広島市周辺

１８３

２

２

５４

１９１
５４

広島高速

２号線

H26.3開通
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【参考】渋滞対策の基本方針〔広島市周辺における交通状況と対応方針〕【参考】渋滞対策の基本方針〔広島市周辺における交通状況と対応方針〕

H２７．３．２５
平成２６年度広島県
道路交通渋滞対策部会

・地区の概況

・現在の対策等

概要

地区の
状況

・広島市の中心部は、山地及び河川に囲まれたデルタ地形の制約によ
り、渡河部がボトルネックとなっています。

・通勤時間帯に東西方向、北方面からの交通の集中や通過交通が混在
しています。

・沿岸部では生産企業が多く立地しており、広島港（国際拠点港湾）を拠
点とした各方面への物流交通が流動しています。

道路
交通
状況

・内々・内外交通と通過交通の混在により、デルタ内の円滑な交通が阻
害され、渋滞が発生しています。

・東西軸では国道2号、南北軸では国道54号等で渋滞が発生しています。

概要

総合
関連
計画

・「広島圏都市計画区域マスタープラン（H23.9）」において、主要な交通
施設として、山陰や四国、山口県などとの多様な交通・連携活動の基
盤となる広域交通体系の強化に加え、都市内の交通体系を形成する
道路、鉄道等について整備方針等を定め、それら各施設の整備を推
進しています。

主な
対策

・一般国道2号広島南道路の整備（ネットワーク整備）
・一般国道2号東広島バイパスの整備（ネットワーク整備）
・一般国道54号可部バイパスの整備（ネットワーク整備）
・広島都市圏におけるパーク＆ライドの普及・推進（ソフト対策） 等



対応方針

関係者（広島県渋滞対策部会等）が連携して、渋滞原因を分析しつつ、都市におけるマスタープラン等に基づき、一般国道375号東広島・

呉道路、一般国道185号休山改良等の整備を進めるとともに、効果的な対策の立案及び対策効果の把握を行います。

東広島・呉道路

至広島市

至竹原市

警固屋音戸バイパス

主要渋滞箇所

区間

主な交通流動

【凡例】

南北・東西方面からの交通
が呉市中心部に集中３１

１８５

３７５

呉環状線

４８７

呉港
（呉港
区）

呉港
（広港
区） 虹村工業団地

郷原工業団地他

阿賀ＩＣ

郷原ＩＣ

黒瀬ＩＣ

阿賀マリノ
ポリス

広島中央テクノ
ポリス圏域

至東広島市

江田島市

H25.3開通
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休山改良
H31.3開通

【参考】渋滞対策の基本方針〔呉市周辺における交通状況と対応方針〕【参考】渋滞対策の基本方針〔呉市周辺における交通状況と対応方針〕

H２７．３．２５
平成２６年度広島県
道路交通渋滞対策部会

・地区の概況

・現在の対策等

概要

地区の
状況

・呉市は，瀬戸内海のほぼ中央部，広島県の南西部に位置しており、呉
港（重要港湾）を拠点に鉄鋼・造船など重工業を中心とする「ものづくり
産業」が集積する工業都市です。

・また、呉市～東広島市にかけた地域が、昭和59年に広島中央テクノポ
リス地域に指定されて以来、地域産業の技術高度化と先端技術の開
発の拠点を目指して開発が進んでいます。

・このため、呉港～生産拠点間の物流交通が流動しています。
・呉市中心部では、国道31号、185号、375号、東広島・呉道路などの主

要道路が結節しており、東広島市・江田島市や東西方面からの交通が
集中しています。

道路
交通
状況

・国道185号では、交通の集中や物流の発生により呉地区と広・仁方地
区を結ぶ休山トンネル周辺や仁方地区で渋滞が発生しています。

概要

総合
関連
計画

・「呉市都市計画マスタープラン」において、都市軸に対応する骨格道路
及び公共交通の機能強化、幹線道路の整備方針等を定め、それらの
交通施設の整備を推進しています。

主な
対策

・一般国道375号東広島・呉道路の整備（ネットワーク整備）
・一般国道185号休山改良の整備（ネットワーク整備） 等

呉市周辺

位置図位置図



対応方針

安芸バイパス東広島バイパス

至広島市

至竹原市

山陽道ICへ
アクセス交通の流動

山陽自動車道

２

２

３７５

広島中央テクノ
ポリス圏域

H26.3開通

４８６

御
薗

宇
バ
イ
パ
ス

H
2
6
.1
2
開

通
H
2
6
.3
開

通
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関係者（広島県渋滞対策部会等）で連携して、渋滞原因の分析をしつつ、都市におけるマスタープラン等に基づき、一般国道2号東広島・

安芸バイパス、一般国道375号御薗宇バイパス等の整備を進めるとともに、効果的な対策の立案及び対策効果の把握を行います。

また、道照交差点において、渋滞状況など交通の実態を把握、課題を整理し、具体の対策内容について詳細に検討を進めます。

【参考】渋滞対策の基本方針〔東広島市周辺における交通状況と対応方針〕【参考】渋滞対策の基本方針〔東広島市周辺における交通状況と対応方針〕

H２７．３．２５
平成２６年度広島県
道路交通渋滞対策部会

・地区の概況

・現在の対策等

概要

地区の
状況

・東広島市は、広島県のほぼ中央に位置し、周囲を低い山々に囲まれ
た盆地状の地形が大部分を占め、標高500ｍ前後の山地が広く分布し
ているが、南西部を中心に比較的平坦地に恵まれています。

・また、呉市～東広島市にかけた地域が、昭和59年に広島中央テクノポ
リス地域に指定されて以来、地域産業の技術高度化と先端技術の開
発の拠点を目指して開発が進んでいます。

・このため、広島港～生産拠点間の物流流動が発生しています。
・広島市～東広島市間の通勤等も多く、東西間の交通流動が多い状況

です。
・山陽道ＩＣへのアクセスの交通流動があります。
・東広島市内中心部では、駅や商業施設、公共施設等の交通の流動が

集中しています。

道路
交通
状況

・国道2号において、沿線企業等の点在や通過交通の混在により渋滞が
発生しています。

・山陽自動車道へのＩＣアクセスとなる国道2号において、渋滞が発生し
ています。

概要

総合
関連
計画

・「東広島市都市計画マスタープラン（H23.5）」に基づき、道路の整備方
針として「幹線道路網の整備」「円滑かつ安全・安心な交通環境の形
成」等、また公共交通の方針として「多様な地域間交流を促進する公
共交通網の維持・強化」「交通マネジメントの推進」等を定め、整備を推
進しています。

主な
対策

・一般国道2号東広島バイパスの整備（ネットワーク整備）
・一般国道2号安芸バイパスの整備（ネットワーク整備）
・一般国道375号御薗宇バイパスの整備（ネットワーク整備） 等

東広島市周辺

位置図位置図

主要渋滞箇所

区間

エリア

主な交通流動

【凡例】



対応方針

関係者で連携して、渋滞原因を

分析しつつ、都市におけるマスター

プラン等に基づき、一般国道2号福

山道路、福山沼隈道路等の整備を

進めます。また関係者間（広島県

渋滞対策部会、福山都市圏交通円

滑化総合計画推進委員会等）で連

携して効果的な対策の立案及び対

策効果の把握を行います。

福山港

一般国道２号
福山道路

４８６

１８２

３１３

福山港

位置図位置図

福山市周辺

福山沼隈道路

主要渋滞箇所

区間

主な交通流動

【凡例】
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【参考】渋滞対策の基本方針〔福山市周辺における交通状況と対応方針〕【参考】渋滞対策の基本方針〔福山市周辺における交通状況と対応方針〕

H２７．３．２５
平成２６年度広島県
道路交通渋滞対策部会

・地区の概況 ・現在の対策等

概要

地区の
状況

・福山市は、広島県の東部、瀬戸内海沿岸のほぼ中央部に位置している。山系を縫って西北部から南に貫流す
る一級河川芦田川の水系を中心に堆積された平野部が形成され、市街地が発達しています。

・臨海部の東西に国道2号、内陸部の東西に国道486号、並びにこれら2路線を南北につなぐ国道182号、313号
が骨格路線となり、その他主要地方道や一般県道がこの骨格路線に接続されており、主な交通流動を担って
います。

・国道2号は、東西の通過交通と福山港への物流交通、市内中心部への交通が混在。南北軸には、高速ＩＣへ
のアクセス交通、福山港を拠点とした物流交通が集中しています。

道路
交通
状況

・東西軸では国道2号、南北軸では国道182号などの路線において渋滞が発生しています。
・内々、内外交通と通過交通の混在により福山中心部の円滑な交通が阻害されています

概要

総合
関連
計画

・ 「福山市都市マスタープラン（H20.8）」に基づき、交通施設の整備方針とし
て「公共交通の利用促進」「幹線道路網の整備」等を定め、交通施設の整
備を推進しています。

主な
対策

・ 一般国道2号福山道路の整備（ネットワーク整備）
・ 福山沼隈道路の整備（ネットワーク整備）
・ 福山都市圏におけるノーマイカー運動の普及・推進（ソフト対策） 等



２.主要渋滞箇所のフォローアップ
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■主要渋滞箇所の特定解除状況



主要渋滞箇所の特定解除状況主要渋滞箇所の特定解除状況

12

現地確認

渋滞部会議論

渋滞対策の有無
新規路線の開通・交差点⼯事等
信号時間の変更等

もしくは、
周辺状況の変化の有無

商業施設・物流拠点の移転/閉鎖等

指定要件を満たさなくなり
渋滞緩和がみられる

※従道路の構造、交通状況等を加味
Yes︓渋滞緩和が⾒られる
No︓渋滞緩和が⾒られない

ビッグデータによる検証

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所 特定解除 経過観察
※必要に応じて対策等の検討

Yes

No

渋滞緩和

※渋滞部会にて課題等が確認された場合

・主道路の渋滞が解消しているか
・従道路の渋滞状況（１回の信号で捌けている）

※渋滞解消の結論が出なかった場合や渋滞解消していない場合

Yes

異論なし

課題有

課題有

※パブコメ追加箇所も含む

No

Yes

渋滞緩和が２年間継続
No

◆主要渋滞箇所の特定解除フロー

対策完了箇所は、データによる検証および現地確認を⾏い、渋滞緩和が確認された場合は、主要渋滞箇所
の特定解除について渋滞部会で議論します。

Ｒ１．８．２６
令和元年度広島県
道路交通渋滞対策部会



音戸大橋交差点
【特定解除済(H27)】

主要渋滞箇所数

96箇所

集約されるエリア数

1エリア

※38箇所が
含まれる

集約される区間数

11区間

※25箇所が
含まれる

箇所数

33箇所

主要渋滞箇所数

89箇所

集約されるエリア数

1エリア

※35箇所が
含まれる

集約される区間数

9区間

※21箇所が
含まれる

箇所数

33箇所

平成２７年度第１回渋滞部会において、ガラスの⾥前、⾳⼾⼤橋が特定解除箇所として認められました。
平成２９年度第１回渋滞部会において、桐陽台団地⼊⼝、庚午橋⻄詰、広島ヘリポート⼊⼝、平原橋東

詰が特定解除箇所として認められました。
令和元年度第１回渋滞部会において、⽜⽥駅南が特定解除箇所として認められました。

13

公表時（平成25年1⽉現在） 令和元年度第2回渋滞部会（令和2年3⽉現在）

主要渋滞箇所の特定解除状況主要渋滞箇所の特定解除状況

ガラスの里前交差点
【特定解除済(H27)】

桐陽台団地入口交差点
【特定解除済(H29)】

平原橋東詰交差点
【特定解除済(H29)】

庚午橋西詰交差点
【特定解除済(H29)】

広島ヘリポート入口交差点
【特定解除済(H29)】

牛田駅南交差点
【特定解除済(R1)】



（1）広島エリア

エリア ：都市部等 、混雑区間 ・箇所が面的に

広がっており 、複数路線 に跨り複数

の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等 が連担するなど 、速度低下

箇所が連続しており 、複数の主要渋

滞箇所を含む区間

凡 例

＜主要渋滞箇所 ＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別 ＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

主な工場等

主な大規模商業施設

可部バイパス開通
平成26年2月8日

桐陽台団地入口交差点
【特定解除済(H29)】

平原橋東詰交差点
【特定解除済(H29)】

庚午橋西詰交差点
【特定解除済(H29)】

広島南道路開通
平成26年3月23日

東広島バイパス開通
平成26年3月29日

広島ヘリポート入口交差点
【特定解除済(H29)】

ガラスの里前交差点
【特定解除済(H27)】

14

エリア名 区間名 箇所名

1 広島

17

霞庚午線
（千田地区～庚午地区）

- 御幸橋西詰

- 南千田橋東詰

- 吉島西1丁目

- 舟入南6丁目

- 庚午三差路

18
一般国道31号
（海田地区）

- 大正

- 東部流通団地北口

19
矢野海田線
（海田地区）

- 東部流通団地北口

- 日の出町

23 寺町電停

24 矢賀新町2丁目

25 新大洲橋東詰

26 大正橋

27 西観音町電停東

28 県立広島大前

■区間
区間名 箇所名

4
市道
（東広島市役所周辺）

- 市役所西

- 大坪

5
志和インター線
（志和地区）

- 志和インター入口

- 志和インター入口（北）

8
一般国道191号
（加部地区）

- 安佐北区民文化センター入口

- 191号分かれ

9

一般国道183号
（古市地区～緑井地区）

- 古市

- 中須1丁目

- 緑井1丁目

10

広島豊平線
（中筋地区～上安地区）

- 中筋1丁目

- 中須1丁目

- 動物園入口

■箇所
箇所名

10 道照

11 円城寺入口

12 西城西

13 溝迫

14 矢口三差路

15 安芸大橋南詰

16 古市橋駅前

17 西原1丁目

18 祇園6丁目

19 祇園新橋南

20 下温品

21 中山踏切

29 東部流通団地入口

41 小宇羅地

主要渋滞箇所の特定解除状況主要渋滞箇所の特定解除状況

牛田駅南交差点
【特定解除済(R1)】

■エリア

エリア名 区間名 箇所名

1 広島

11

一般国道2号
（仁保地区～広島市役所前）

- 仁保二丁目

- 仁保

- 出汐町

- 平野橋東

- 南竹屋町

- 広島市役所前

12

一般国道2号
（広島市役所前～高須地区）

- 広島市役所前

- 住吉町

- 舟入本町

- 新観音橋東詰

- 観音本町

- 西広島バイ パス入口

13

一般国道54号
（広島市役所前～広島城南付近）

- 広島市役所前

- 白神社前

- 紙屋町

- 広島城南

14

一般国道54号
（広島城南付近～白島地区）

- 広島城南

- 県立総合体育館前

- 白鳥駅北

15

広島海田線
（稲荷町～荒神地区）

- 稲荷町

- 荒神三差路

- 荒神

16
浜田仁保線
（仁保地区～青崎地区）

- 仁保

- 仁保橋東詰
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■区間
区間名 箇所名

20
一般国道185号
（休山地区）

- 休山トンネル西口

- 休山トンネル東口

警固屋音戸バイパス開通
平成25年3月27日

音戸大橋交差点
【特定解除済(H27)】

主要渋滞箇所の特定解除状況主要渋滞箇所の特定解除状況

■箇所

箇所名

30 平谷

31 桑畑工業団地入口（仮称）

32 仁方第2トンネル西口

33 先小倉

34 呉労働基準監督署前（仮称）

36 大屋橋東詰

Ｒ１．８．２６
令和元年度広島県
道路交通渋滞対策部会



広島県の主要渋滞箇所（一般道）

広島エリア

凡 例

＜主要渋滞箇所＞ ＜開通路線＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

主な工場等

主な大規模商業施設

尾道自動車道

山
陽
自
動
車
道

中
国
自
動
車
道

岡山県

山口県

西瀬戸自動車道

広島自動車道

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に
広がっており、複数路線に跨り複数
の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下
箇所が連続しており、複数の主要渋
滞箇所を含む区間

広島県

●●● 平成29年度
以降の
開通箇所

主要渋滞箇所の対策状況主要渋滞箇所の対策状況

16

赤坂バイパス東口
平成29年12月23日

国道2号右折レーン2車線化

国道185号 休山新道
平成31年3月10日
L=2.6km開通

主要渋滞箇所数

89箇所

集約されるエリア数

1エリア

※35箇所が
含まれる

集約される区間数

9区間

※21箇所が
含まれる

箇所数

33箇所

平成２９年度以降の主な開通箇所を以下に⽰します。



３.主要渋滞箇所の対策計画
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■Ｒ２年度対策予定箇所

■その他渋滞対策など



50
5 0

50
50

国 道 2 号

西 広 島 バ イ パ ス

西 広 島 バ イ パ ス

停 止 禁 止

50
50

50
50

国 道 2 号

西 広 島 バ イ パ ス

西 広 島 バ イ パ ス

停 止 禁 止

⽅向 路線名 評価区間⻑ 選定基準
旅⾏速度[km/h] 速度低下時間数

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 ⽅向別 計

1 国道２号（⻄広島BP） 288 センサス 29.7 33.8 32.8 32.1 33.3 34.4 33.9 33.0 32.4 29.9 18.4 15.6 2

262 国道２号（⻄広島BP） 434 センサス 15.7 14.9 15.9 15.9 18.3 19.9 17.8 16.8 15.9 15.3 15.8 16.4 12

3 国道２号（⻄広島BP） 478 センサス 9.8 9.3 10.3 10.6 12.9 14.7 13.6 12.0 10.8 10.9 10.5 10.8 12

至
平
和
大
通

2

2

至 観音本町

至

舟
入
幸
町

54
2

新観⾳橋東詰交差点

道路構造・交通状況 方向① 方向② 方向③

道路名 国道2号 国道2号 国道2号

道路管理者 広島国道事務所 広島国道事務所 広島国道事務所

車線数（流入部） 3 3 2

Ｒ２年度対策予定箇所Ｒ２年度対策予定箇所

交差点が⼤きいため、停⽌線間距離が⻑く、⽅向①では凸部により流出側の⾞線が認識しづらい状況でした。
⽅向③の停⽌線を前出しすることで、交差点内通過時間の短縮を図ります。
また、⽅向①の導流路を明⽰し、直進⾞両の円滑化を図ります。

対策実施前

対策実施後

■路線概要

■位置図

■速度表

■対策内容

■拡⼤図

【路⾯標⽰、停⽌線前出し】
・交差点内の円滑な交通を図るために、路⾯標⽰の明⽰と停
⽌線前出しを⾏う。

：右折車 ：左折車 ：直進車■説明図

導流路を明示

停止線を前出し

停止線間距離が長いことで
全赤時間が長くなり

損失時間が長い

車線の食い違いにより
速度低下が発生

至 舟入本町

至

舟
入
本
町

至

舟
入
本
町

至 平和大通

至 平和大通

至 舟入幸町

至 舟入幸町

至

観
音
本
町

至

観
音
本
町

旅行速度：ETC2.0プローブデータ R1年度点検 H30.4～H31.3 平日

︓20km/h以下

18

⾄ ⾈⼊本町

⾄ 観⾳本町

下図︓地理院地図（電⼦国⼟Web）

［広島市周辺］
新観音東詰交差点

⽅向①

⽅向②

⽅向③

⽅向②

⽅向③

⽅向①

凸部のため交差点流出側の
車線が認識しづらい

道路利用者要望箇所の渋滞対策
◆新観音橋東詰交差点（R2年度より工事着手）
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Ｒ２年度対策箇所（継続）Ｒ２年度対策箇所（継続） ［呉市周辺］
大屋橋東詰交差点

国道31号⼤屋橋東詰交差点は、⽚側1⾞線で⽅向①の右折⾞線がないことから直進⾞の阻害がみられる
ため、右折⾞線の設置により渋滞緩和を図ります。

◆大屋橋東詰交差点 （継続）



Ｒ２年度対策箇所（継続）Ｒ２年度対策箇所（継続） ［福山市周辺］
福山郵便局前交差点

項⽬ 内容

箇所名 福⼭郵便局前交差点

主路線 ［⽅向①②］ ⼀般国道２号

交差路線［⽅向③④］ 市道

沿道状況 DID

■位置図

渋滞の要因

［⽅向①］
・福⼭郵便局前交差点では、国道2号（⽅向①）から市道（⽅向④）への右折需要
の多い交差点であり、右折レーン⻑を超える滞留が発⽣した時に第3⾞線におけ
る直進⾛⾏⾞両を阻害し、渋滞が発⽣。

■主要渋滞箇所

右折レーンの延伸

右折レーン（カラー化）

右折レーンにおける滞留車両のはみ出しに
より、直進車線の後続車両の走行を阻害

【主要渋滞箇所】
福山郵便局
前交差点

至

三
原
市

至

笠
岡
市

至 ＪＲ福山駅

至

三
原
市

至

笠
岡
市

至 ＪＲ福山駅

⽅向①

⽅向②

⽅
向
③

⽅
向
④

⽅向①

⽅向②

⽅
向
③

⽅
向
④

至 鞆の浦

至 鞆の浦

※右折レーンのカラーは調整中

対策実施前

対策実施後

至 笠岡市

至 三原市

写真

至

三
原
市

至 ＪＲ福山駅

至 鞆の浦

至

笠
岡
市

福山郵便局前交差点

国道2号福⼭郵便局前交差点では、⽅向①の右折滞留⾞両が直進⾞を阻害しています。
右折レーンを延⻑することで、渋滞緩和が期待されます。

道路利用者要望箇所の渋滞対策

渋滞の対応

・当該交差点の右折レーンの延伸により、右折⾞両の⾞線はみ出しが減少し、
第3⾞線における直進⾞両の阻害の解消を図る。

対策 ・右折レーンの延伸

今後の課題

・右折レーン延伸により右折⾞両による直進⾞両の阻害が解消された場合、下流側
の交差点へのボトルネック移動等の影響について確認が必要。

主な要因 ・右折レーン⻑の不⾜

20

右折レーンからのはみ出しが解消し、
直進車両の阻害が解消する見込み

◆福山郵便局前交差点 （継続）



その他渋滞対策などその他渋滞対策など

福⼭SAスマートICの平均利⽤台数は約2,700台/⽇であり、隣接するインターチェンジの平均利⽤台数は福⼭⻄ICで約
400台/⽇減少、福⼭東ICで約300台/⽇減少しており、各ICの利⽤がスマートICへ転換・交通が分散されました。

福⼭SAスマートICの整備により、⼀定の交通分散は確認されましたが、依然として市内の渋滞は残存しています。

◆福山スマートIC（H30.3完了）

［福山市周辺］
福山スマートIC
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▼福山SAスマートIC設置前後の周辺IC利用状況

伊勢丘入口

福山東ＩＣ

福山ＳＡ
スマ－トＩＣ

福山西ＩＣ

福山市
E2 313

313

（
県

）
草

深
古

市
松

永
線

2

2

（主）井原福山港線

182

486

2

福山西IC 福山SAスマートIC 福山東IC

【整備前：H29年度】H29.4～H30.3における1日当たりの平均利用台数
【整備後：H30年度】H30.4～H31.3における1日当たりの平均利用台数
【整備後：R 1 年度】H31.4～R1. 9における1日当たりの平均利用台数

主要渋滞箇所

明神町

洗谷三差路

千間土手中

府中分かれ

沖野上町4丁目（西）

入江大橋北詰

神島橋西詰
赤坂バイパス東口

福山郵便局前

広尾

鶴ヶ橋南詰

十九軒屋（北）

山守橋南詰

三吉町（北）

出典：ETC2.0プローブデータ（H30.10～R1.9）平日7-9時、17-19時の平均値

▼福山SAスマートICについて

福山SA(上り線)

福山SA(下り線)

福山SA
スマートIC

福山ＳＡスマートインターチェンジ（ＩＣ）
は、山陽自動車道 福山サービスエリア
（ＳＡ）にH30年3月31日、開通しました。

【凡例】
50km/h以上
40~50km/h未満
30~40km/h未満
20~30km/h未満
20km/h未満
データなし

旅行速度

183 172 179

0

100

200

H29年度 H30年度 R1年度

整備前 整備後

（百台/日）

約400〜
1,100台/⽇
ＤＯＷＮ

スマートIC
へ交通転換

196 193 193

0

100

200

整備前 整備後

約300台/⽇
ＤＯＷＮ

スマートIC
へ交通転換

23 27

0

100

200

整備前 整備後

約2,300〜
2,700台/⽇ＵＰ

（百台/日）

H29年度 H30年度 R1年度 H29年度 H30年度 R1年度



４.災害時交通マネジメント
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■道路の耐災害性強化に向けた提言

■広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会

■広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例



近年の集中豪⾬等の⼤災害から得られた教訓から、災害時に⽣命線となる道路について今後講ずるべき施
策がとりまとめられました。
災害による渋滞発⽣と対策の遅れから交通マネジメントによる渋滞対策が不可⽋であると提⾔されています。

23

道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)

出典：道路の耐災害性強化に向けた提言(令和元年7月9日 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議)



平成30年7⽉豪⾬の際には、「広島・呉・東広島都市圏交通マネジメント検討会」が⽴ち上げられ、迅速で
柔軟な渋滞対策が展開されました。
速やかな交通マネジメント実施のためには、平常時から統合的な組織を構築し、オープンに議論できる環境

を整えておくことが重要です。
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道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)道路の耐災害性強化に向けた提言(R元年7月)

出典：道路の耐災害性強化に向けた提言(令和元年7月9日 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議)



広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会では中間とりまとめが公表されています。
災害時の迅速な渋滞対策に加えて平常時から関係者間連携強化や住⺠への交通マネジメントの浸透に

向けた施策を展開しています。
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広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会

出典：広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会 中間とりまとめ(令和元年12月16日)



検討会による主な施策概要
■災害時の取組み

●ハード対策(交差点改良等)

■平常時の取組み

●公共交通機関との連携(災害時BRTの運⾏等)

●ソフト対策(広域迂回誘導等)

●通勤交通強靭化に向けた取組み

●災害時交通マネジメント総合訓練

●情報収集・提供の⾼度化(ﾃﾞｰﾀ共有ｸﾗｳﾄﾞ構築等)

関係機関がアクセスできる
データ共有クラウドを構築

広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会では、経済界・学識経験者・交通事業者・⾏政
等が連携し、災害時におけるハード・ソフトの各種対策や、再度災害に備えた関係機関への連携強化や住
⺠への交通マネジメント広報を推進しています。

広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会

■構成メンバー
広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 藤原教授 (会⻑)
呉⼯業⾼等専⾨学校 神⽥教授
広島⼤学⼤学院⼯学研究科 塚井准教授
広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 ⼒⽯准教授
中国経済連合会 部⻑
広島商⼯会議所産業・地域振興部 地域振興チームリーダー
呉商⼯会議所 振興部⻑
広島県旅客船協会 専務理事
広島県バス協会 事務局⻑
⻄⽇本旅客鉄道株式会社広島⽀社 企画課⻑
広島電鉄株式会社バス事業本部バス企画部業務課⻑
中国経済産業局産業部 流通・サービス産業課⻑
中国運輸局交通政策部 次⻑
中国地⽅整備局 道路部⻑
中国地⽅整備局広島国道事務所 副所⻑
広島県警察本部交通部 交通規制課⻑
広島県教育委員会 ⾼校教育指導課⻑
広島県地域政策局 地域⼒創造課⻑
広島県⼟⽊建築局 道路企画課⻑
広島市道路交通局都市交通部

公共交通計画担当課⻑
広島市道路交通局 道路計画課⻑
呉市企画部 企画課⻑
呉市都市部 交通政策課⻑
東広島市政策企画部 政策推進課⻑
東広島市建設部 建設管理課⻑
⻄⽇本⾼速道路株式会社中国⽀社総務企画部 企画調整課⻑
広島県道路公社 道路部⻑
広島⾼速道路公社企画調査部 企画調査課⻑

■開催状況
第１回（H30  8/23開催）
第２回（H30  9/27開催）
第３回（H30 12/ 6開催）
第４回（H31  3/26開催）
第５回（R元 6/  5開催）
第６回（R元 12/16開催）

■検討会写真

（H30.9.27 第2回）

広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会
■⽬的
「広島県災害時渋滞対策協議会」でのソフト・ハードの渋滞対策の検
討・実施の延⻑として、⻑期的視座に⽴った都市圏の交通マネジメン
トを推進するため、広島・呉・東広島都市圏の経済界・学識経験者・
交通事業者・⾏政等により渋滞対策を検討・実施。
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広島県では広島・呉・東広島都市圏の経済界・学識経験者・交通事業者・⾏政等が連携して災害時の交
通マネジメントに取り組んでいます。

広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例
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広島・呉・東広島都市圏災害時交通マネジメント検討会

広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 藤原教授 (会⻑)
呉⼯業⾼等専⾨学校 神⽥教授
広島⼤学⼤学院⼯学研究科 塚井准教授
広島⼤学⼤学院国際協⼒研究科 ⼒⽯准教授
中国経済連合会 部⻑
広島商⼯会議所産業・地域振興部 地域振興チームリーダー
呉商⼯会議所 振興部⻑
広島県旅客船協会 専務理事
広島県バス協会 事務局⻑
⻄⽇本旅客鉄道株式会社広島⽀社 企画課⻑
広島電鉄株式会社バス事業本部バス企画部業務課⻑
中国経済産業局産業部 流通・サービス産業課⻑
中国運輸局交通政策部 次⻑
中国地⽅整備局 道路部⻑
中国地⽅整備局広島国道事務所 副所⻑
広島県警察本部交通部 交通規制課⻑
広島県教育委員会 ⾼校教育指導課⻑
広島県地域政策局 地域⼒創造課⻑
広島県⼟⽊建築局 道路企画課⻑
広島市道路交通局都市交通部 公共交通計画担当課⻑
広島市道路交通局 道路計画課⻑
呉市企画部 企画課⻑
呉市都市部 交通政策課⻑
東広島市政策企画部 政策推進課⻑
東広島市建設部 建設管理課⻑
⻄⽇本⾼速道路株式会社中国⽀社総務企画部 企画調整課⻑
広島県道路公社 道路部⻑
広島⾼速道路公社企画調査部 企画調査課⻑

広島市
東広島市

呉市 凡例
⾼速道路・⾃専道
直轄国道
補助国道
主要地⽅道・⼀般県道
鉄道
市町村境

■委員名簿 ■位置図



凡例
⾼速道路・⾃専道
直轄国道
補助国道
主要地⽅道・⼀般県道
鉄道
市町村境

広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例として、福⼭・尾道都市圏の経済界・学識経験
者・交通事業者・⾏政等が連携して災害時の交通マネジメントに取り組むことが想定されます。

広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例広島県における災害時交通マネジメント検討会の設置例

28

福⼭⼤学 井上名誉教授
福⼭市⽴⼤学都市経営学部 渡邉教授
中国経済連合会 部⻑
福⼭商⼯会議所 事務局⻑
尾道商⼯会議所 事務局⻑
広島県バス協会 事務局⻑
広島県トラック協会 専務理事
⻄⽇本旅客鉄道株式会社岡⼭⽀社 企画課⻑
株式会社中国バス 運輸部課⻑
鞆鉄道株式会社旅客運送事業部 業務課⻑
中国経済産業局産業部 流通・サービス産業課⻑
中国運輸局交通政策部 交通企画課⻑
中国地⽅整備局道路部 道路計画課⻑
中国地⽅整備局福⼭河川国道事務所 副所⻑
広島県警察本部交通部 交通規制課⻑
広島県教育委員会 義務教育指導課⻑
広島県教育委員会 ⾼校教育指導課⻑
広島県地域政策局 地域⼒創造課⻑
広島県⼟⽊建築局 道路企画課⻑
福⼭市建設局 福⼭道路・幹線道路課⻑
福⼭市建設局 都市交通課⻑
尾道市建設部 ⼟⽊課⻑
尾道市都市部 まちづくり推進課⻑
⻄⽇本⾼速道路株式会社中国⽀社総務企画部 企画調整課⻑
本州四国連絡⾼速道路株式会社しまなみ尾道管理センター 計画課⻑

■想定される委員 ■位置図(福⼭・尾道都市圏)
広島県における検討会の設置例(福⼭・尾道都市圏)

福⼭市

尾道市



５.重要物流道路における交通アセスメント
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■重要物流道路における交通アセスメントの背景

■重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

■重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ



出典：道路周辺の土地利用等による渋滞対策(平成29年3月 道路交通アセスメント検討会)

平成29年3⽉に、商業施設等の沿道⽴地による渋滞の発⽣抑制を⽬的とした⼟地利⽤等による渋滞対
策の⽅向性がとりまとめられました。また、平成31年4⽉に平常時・災害時を問わない安定的な輸送の確保
を⽬的とした「重要物流道路」の指定制度が創設されています。
これらを踏まえると、重要物流道路上での⼟地利⽤に起因する渋滞抑制に向け、関係者が連携した取組み

の強化が不可⽋です。
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重要物流道路における交通アセスメントの背景重要物流道路における交通アセスメントの背景



重要物流道路における交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議の合理化・効率化を図るべく、道
路管理者としての対応⽅針を⽰すガイドラインが令和元年8⽉に策定され、令和2年1⽉1⽇から施⾏され
ています。
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重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(R元年8月)重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(R元年8月)

②承認時 対策実施していても渋滞悪化・発⽣が確認された場合は、申請者は道路管理者と協
議の上所要の対策を講じるよう、承認の際に⽂書により⾏政指導を⾏うこと

重要物流道路における交通の円滑の確保を⽬的に交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議の合理化・効率化を図るべく、道路管理者と
しての対応⽅針を⽰すガイドラインとして策定

対象施設

重要物流道路のうち⼀般国道(指
定区間)の沿線の⽴地予定施設で、
下記条件を全て満たす施設

対象施設の⽴地後の対応
主要渋滞箇所の悪化、新たな渋滞箇所の発⽣の
有無を道路管理者が検討

道路管理者は承認申請者に対して渋滞
対策を求める

渋滞の悪化
新規発⽣

※乗⼊れ⼯事承認時の⾏政指導に基づく

交通影響予測 法定協議において道路管理者が申請者に対して結果提出を求める

【予測⼿法】原則として静的⼿法、ただし下記施設では動的⼿法の採⽤を検討すべき
・店舗⾯積10,000m2超の⼩売業 ・道路管理者が特に必要と認める施設

※警察・⾃治体ほか関係⾏政機関の意⾒聴取の上で柔軟に対応

ガイドラインの趣旨

1)店舗⾯積1,000m2超の⼩売業or
延床⾯積20,000m2超の施設

2)法令で道路管理者協議が必要な
施設（以下「法定協議」という）

3)半径2km以内に主要渋滞箇所が
存在

4)乗⼊れ⼯事の承認申請を予定

※⼩売業は飲⾷店業除き物品加⼯修理業含む
※集合住宅を除く

※都市計画法第32条、条例等

※重要物流道路上に存在

※道路法第24条に基づく

※渋滞部会等の機会で実施

渋滞対策 予測で渋滞の悪化or新規発⽣を確認
道路管理者は申請者に渋滞対策及び対策実施時の交通影響予測結果を求める

【対策例】・敷地内における対策
・周辺道路における対策(ソフト 公共交通機関利⽤促進等、ハード 付加⾞線設置、交差点改良等)

※警察・⾃治体ほか関係⾏政機関の意⾒聴取を踏まえ、適切に判断

乗⼊れ⼯事承認における留意事項
①申請時 法定協議の合意を確認／法定協議未実施の場合は申請者に対して協議実施を指導

※必要に応じて承認申請者に対して申請書の補正を求める

⾃治体の開発許可担当部局等から申請者に対して道路管理者協議を促してもらう等協⼒関係の構築に努める関係⾏政機関との連携

【施⾏期⽇】 令和２年1⽉1⽇ ※令和2年1⽉1⽇以前に法定協議が開始された施設には適⽤しない

出典：「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」を基に国土交通省が整理



ガイドラインに基づいた交通アセスメント実施のための技術運⽤マニュアルも策定されています。
⽴地者・道路管理者・警察の他、各県の渋滞対策協議会とも連携した交通アセスメントの実施が求められ

ており、今後、取り組んでいく予定です。

重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ(R元年8月)重要物流道路における交通ｱｾｽﾒﾝﾄ実施のための技術運用ﾏﾆｭｱﾙ(R元年8月)

■道路交通アセスメントの流れおよびポイント ①都市計画法等に基づく公共施設管理者への協議
・施設⽴地に際しては法令に基づく開発許可等を受けることが必要
・開発許可等を受けるにあたり、道路管理者と協議し同意を得ることが必要

②⼤規模⼩売店舗⽴地法関係の⼿続き
・都道府県等への届出⼿続きについては、法令上、道路管理者協議実施は担保されていない
・管内の都道府県等に対し、適宜道路管理者へ情報提供してもらえるようあらかじめ依頼

③道路法第24条に基づく道路管理者への事前相談
・申請に先⽴ち、開発許可等に係る協議の実施・同意がなされているか確認

④道路法第24条に基づく接続⼯事の承認
・⽴地後に渋滞等が⽣じた場合の渋滞対策実施等について、⾏政指導として⽴地者に要請
・具体的には、道路利⽤者実施のモニタリングで対策が必要と判断された場合、協議に応じる・
必要な調査やデータの提供・対策が必要と判断された場合には対策実施に協⼒が求められる

⑤施設⽴地後の事後対策
・道路管理者がモニタリングを実施し、施設が原因となる渋滞悪化・発⽣と判断された場合、⽴
地者にデータ提供等の協⼒要請や対策実施を求める

・要請は⾏政指導の⼀環として⾏うもので、⽴地者の任意の協⼒を得るものであることに留意

協⼒体制
・学識経験者(交通⼯学・交通計画に⾒識のある者)に助⾔を求めてもよい
・道路管理者側の担当は国道事務所とする
渋滞対策担当部署、交通安全担当部署、接道⼯事承認担当部署等が
連携して協議に当たる必要がある

施設⽴地後のモニタリング
・対象施設は、道路管理者として、各都道府県に設置された渋滞対策協
議会等においてモニタリングを実施すべきである
・モニタリングの期間・⽅法等は道路管理者の判断による

出典：「重要物流道路における交通アセスメント実施のための技術運用マニュアル」を基に国土交通省が整理
32



６.観光地における渋滞対策について
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■宮島口における渋滞対策の取り組み



出展：GoogleMap

宮島口における渋滞対策の取り組み宮島口における渋滞対策の取り組み

宮島は年々観光客が増加している状況です。宮島⼝の周辺道路では、観光シーズンを中⼼に深刻な道路混雑
が発⽣しており、これまで、各関係機関でパーク＆ライドの利⽤促進や道路情報板による情報発信、携帯ア
プリを活⽤した情報発信等の渋滞対策を⾏ってきました。

今後はAIを活⽤した通過交通の排除やAIデータの蓄積・配信、広島電鉄の軌道移設による踏切除去、桟橋⼊
⼝交差点の下り左折レーン延伸整備等の渋滞対策を取組んで⾏きます。

①チラシ配布によるパーク＆ライド利
⽤促進

④携帯アプリを活⽤した情報発信
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年間来島者数年間来島者数

今年度の紅葉シーズン来島者数数今年度の紅葉シーズン来島者数数
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＜宮島の来島者数の推移＞ ＜これまでの渋滞対策の取組状況＞
対策種別 渋滞対策内容 実施主体

① 情報提供
駐⾞場満⾞・空⾞状況の提供（Web掲載）
パーク＆ライド（チラシ配布・Web掲載）
渋滞カレンダー（Web掲載）

廿⽇市市
国⼟交通省
NECXO⻄⽇本

② 駐⾞場活⽤
パーク＆ライド
（ちゅーピーパーク、ゆめタウン廿⽇市）
ボートレース宮島駐⾞場の活⽤
市営駐⾞場⽴体化（継続整備中）

廿⽇市市

③ ドライバーへの
情報提供

道路情報板による広島岩国道路利⽤促進
VICSによる情報発信

国⼟交通省
広島県警
NEXCO⻄⽇本

④ AI・ICTの
活⽤ 携帯アプリを活⽤した情報発信 広島県

⑤ ハード対策 宮島⼝四丁⽬交差点の左折レーン延伸 国⼟交通省
⑥ その他 交通誘導員による交通整理 廿⽇市市

＜今後の新たな渋滞対策の取組（予定）＞
対策種別 渋滞対策内容 実施主体

⑦ AI・ICTの
活⽤

通過交通の排除の取り組み 国⼟交通省
⑧ データ蓄積、配信 広島県

⑨

ハード対策

国道2号桟橋⼊⼝交差点の
下り左折レーン延伸整備 国⼟交通省

⑩ 広島電鉄の軌道移設による踏切除却
広島県
廿⽇市市
広電


